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理事バ ッジの貸与について

・平成 9年度理事さんに 5年間貸与とする。

5年を過ぎたら供与とし、 5年 目以降に交代されたら、新理事さんに

新しいバッジを貸与する。

・ 5年以前に交代される理事さんは、後任の方に引き継ぎをお願いする。

・一宮市老人クラブ連合会主催の行事に参加する場合は装着する。

・バッジ紛失等の際は、各連区老連で購入することとする。
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